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4.3 新規利水の観点からの検討 

 

4.3.1 ダム事業参画継続の意思・必要な開発量の確認 

 八ッ場ダム建設事業に参画している利水参画者に対して、平成 22 年 10 月 12 日付

けでダム事業参画継続の意思確認及び水需給計画の確認について文書を発送し、平成

22 年 10月 27 日までに全ての利水参画者から継続の意思がある、及び必要な開発水量

も変更無いとの回答を得ている。  

 

表 4-3-1 八ッ場ダム建設事業への利水参画継続の意思確認結果 

現開発量 　　　　参画継続の意思確認等の状況
参画継続 　　　　　　必要な開発量
の意思 通年 非かんがい期 計

群馬県 － 2.00 2.00 有 － 2.00 2.00

藤岡市 0.25 － 0.25 有 0.25 － 0.25

埼玉県 0.67 9.25 9.92 有 0.67 9.25 9.92

東京都 5.22 0.559 5.779 有 5.22 0.559 5.779

千葉県 0.99 0.47 1.46 有 0.99 0.47 1.46

北千葉広域水道
企業団

0.35 － 0.35 有 0.35 － 0.35

印旛郡市広域市
町村圏事務組合

0.54 － 0.54 有 0.54 － 0.54

茨城県 1.09 － 1.09 有 1.09 － 1.09

小　　計 9.11 12.279 21.389 - 9.11 12.279 21.389

群馬県 － 0.35 0.35 有 － 0.35 0.35

千葉県 0.47 － 0.47 有 0.47 － 0.47

小　　計 0.47 0.35 0.82 - 0.47 0.35 0.82

発　電 群馬県 － － － 有 － － －

9.58 12.629 22.209 - 9.58 12.629 22.209

　※開発量の単位は、立方メートル／毎秒

合　　　　計

通年 非かんがい期 計

水
　
　
道
　
　
用
　
　
水

工業用水

事業主体名区　分

 
 

4.3.2 水需要の点検・確認 

(1)利水参画者の水需要の確認方法 

 八ッ場ダム建設事業に参画している利水参画者に対して、平成 22年 11月 9日付

けで利水参画者において水需要の点検・確認を行うよう要請し、平成 22年 12月 9

日までに回答を得た結果について、以下の事項を確認した。 

・需要量の推計方法の基本的な考え方について、都県の長期計画等に沿ったもので

あるか確認。また、需要量の推定に使用する基本的事項（給水人口等）の算定方

法について、水道施設設計指針等の考え方に基づいたものか確認。 

・水道用水については、水道事業又は水道用水供給事業として厚生労働省の認可を

受けているか、工業用水道については、経済産業省への届け出がなされているか

等を確認。 

・「行政機関が行う政策等評価に関する法律」による事業の再評価を実施している

か確認。 

・将来需要量とそれに対する水源の確保計画について、利根川・荒川水系水資源開

発基本計画（通称フルプラン）との整合。 
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(2)各利水参画者の水需給状況 

  以下に、各利水参画者の水需給状況の点検確認結果を示す。 

 

 

①群馬県   

      群馬県は、前橋市、伊勢崎市などの県央第二地域と太田市、館林市などの東部

地域の水道用水を供給することとしている。 

   本地域の市町村は、地下水を水源として水道用水を供給しているが、硝酸性窒

素などによる地下水汚染や地盤沈下の状況を踏まえ、安全な水質と安定した水道

用水を供給するため地下水の一部を表流水に転換を図る計画としており、この一

環として八ッ場ダムに参画することとしている。両地区とも、八ッ場ダム完成ま

での間、暫定豊水水利権により現在の需要をまかなっている。 

 

 ○県央第二水道 

   県央第二水道用水供給事業は、昭和 53 年 3 月に策定された「群馬県水道整備

基本構想」及び「県央地域広域的水道整備計画」を実現するために、昭和 63年 1

月に事業認可を受けて 4市 1町に水道用水を供給する事業である。 

 ・将来需要量の確認 

県央第二水道用水供給事業の受水市町全体では、平成 20 年度時点で給水人口

617,248 人、一日最大給水量 275,559ｍ3/日に対して、平成 30年度には計画給水

人口 606,295 人、計画一日最大給水量 272,437ｍ3/日と推計している。 

   将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

 推計に用いた計画給水人口は、平成 20年 12 月に国立社会保障・人口問題研究

所が公表したデータを実績値より補正し使用している。原単位は、平成 10 年か

ら平成 19 年の実績値を用い、各受水団体毎に時系列傾向分析を実施し相関係数

の高い式の値を採用している。 

平成 1 年から平成 20 年までの実績の給水人口は緩やかに増大しているが、計

画給水人口は現状に比べやや減少すると推計している。 

   また、平成 21 年度に、水道水源開発施設整備事業・水道広域化施設整備事業

として事業再評価を実施しており、事業は継続が妥当との評価を受けている。 

 ・需給計画の点検 

 将来需要量として推計した計画一日最大給水量 272,437ｍ3/日は、受水市町村

が所有する水源（地下水等）として 176,602ｍ3/日、完成している水資源開発施

設による水源として 30,240ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 128,736ｍ3/日

（1.49ｍ3/ｓ）で確保することとしている。 

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

概ね均衡している。   
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○東部地域水道 

     東部地域水道用水供給事業は、昭和 53 年 3 月に策定された「群馬県水道整備

基本構想」及び昭和 60年 10月に策定された「東部地域広域的水道整備計画」を

実現するために、昭和 63 年 1 月に事業認可を受けて 2 市 5 町に水道用水を供給

する事業である。 

 ・将来需要量の確認 

  東部地域水道用水供給事業の受水市町全体では、平成 21 年度で給水人口

347,851 人、一日最大給水量 159,567ｍ3/日に対して、平成 30年度には計画給水

人口 333,045 人、計画一日最大給水量 166,967ｍ3/日と推計している。  

   将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、平成 20年 12 月に国立社会保障・人口問題研究

所が公表したデータを実績値より補正し使用している。 

平成 1 年から平成 20 年までの実績の給水人口はほぼ横ばいとなっているが、

計画給水人口は、現状に比べやや減少すると推計している。 

   また、平成 16 年度には水道水源開発施設整備事業として事業再評価を実施し

ており、事業は継続が妥当との評価を受けている。 

 ・需給計画の点検 

   将来需要量として推計した計画一日最大給水量 166,967ｍ3/日は、受水市町村

が所有する水源（地下水等）として 126,217ｍ3/日、八ッ場ダムの参画量 44,064

ｍ3/日（0.51ｍ3/ｓ）で確保することとしている。 

   この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

比較した場合は不足するが、計画当時の流況を基にした水源量とは概ね均衡して

いる。 

    

○東毛工水 

   本地区は、地下水を水源にした「太田大泉尾島地区工業用水道企業団（以下企

業団という。）」による給水のほか、各企業の自家用井戸によって賄われていた

が、周辺地域への企業の進出に伴い、工業用水の需要増加が著しく、このまま地

下水利用を継続した場合、地盤沈下など大きな社会問題に発展することが予測さ

れたことから、群馬県は、工業用水の需要増と地下水保全に対応するため、企業

団から事業を継承して、昭和 50 年 6 月に工業用水道事業の届出を行い利根川表

流水を水源とする東毛工業用水道を建設し、昭和 53年より給水を開始している。 

 ・計画給水量の確認 

  平成 21年度の受水企業との契約水量は 109,310ｍ3/日であるが、現在未分譲の

工業団地及び新規に造成される工業団地への企業進出を踏まえ平成 27 年度の計

画給水量を 128,500ｍ3/日と推計している。 

計画給水量は、工業用水道施設設計指針に沿っており、需要量が確定している

工場についてはその水量としており、その他の工場については既存工場の使用水
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量を参考として推計していることが確認できた。 

   新規立地予定箇所における必要水量については、過去の企業立地動向から 9業

種を選定し、過去 10 ヶ年の実績値から求めた敷地面積あたりの原単位と回収率

を乗じて算出している。 

   また、平成 22 年度には経済産業省が実施した「行政機関が行う政策の評価に

関する法律」に基づく事後評価において、補助対象として妥当であると判断され

るため引き続き予算要求するとの評価を得ている。 

 ・需給計画の点検 

   計画給水量 128,500ｍ3/日は、完成している水資源開発施設による水源として

108,000ｍ3/日、八ッ場ダムの参画量 30,240ｍ3/日（0.35ｍ3/ｓ）で確保すること

としている。 

   この計画給水量を利用量率で除して算出した計画取水量は、閣議決定された利

根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20 年に 2 番目の規模

の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と比較した場合は

不足するが、計画当時の流況を基にした水源量とは概ね均衡している。 
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表 4-3-2 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（群馬県県央第二水道：水道用水供給事業） 

業務営業用水有収水量

工場用水有収水量

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況 Ｈ２１

水道水源開発施設整備事業
水道広域化施設整備事業

Ｓ６２～Ｈ３０ 4.82

水道普及率

生活用水原単位

継続

給水の安全性を考慮し、H10～H19の過去１０ヶ年の最低値を採用。

計画一日最大給水量は、各受水市町毎に以下により算定した。
（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋その他用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率
により算出。

経営認可書の計画ロス率8%を採用。

水源は、県央第二水道が確保する河川水と受水市町所有水源(地下水等）である。受水市町所有水源（地下
水等）は、県内の地下水の汚染状況から受水市町村の表流水転換が進むと想定し、将来は渇水時等の非常
時のための予備水源を含め176,602m3/日を見込んでいる。

83.3%

２７２，４３７m3／日

92.0%

河川水：１５８，９７６m3/日、
受水市町所有水源（地下水等）：１７６，６０２m3/日

４１，２５９m3／日

90.3%

基礎データの確認・推計手法の確認

受水市町毎に、平成２０年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が公表したデータを用い、実績値と比較し、
その差を推計値に補正して使用。合併前の旧市町村単位でH30年度を推計（各年度は直線補間）。

受水市町毎にH19年度実績値を採用。

H10～H19の実績値を用い、各受水市町毎に時系列傾向分析を実施し、相関係数の高い式の値を採用する。
但し、相関係数が低い場合は、直近３ヶ年（H17～H19）の実績平均値を採用。

その他用水有収水量に含めて推計。

その他用水有収水量に含めて推計。

H10～H19の実績値を用い、各受水市町毎に時系列傾向分析を実施し、基本は相関係数の高いものを採用。
但し、相関係数が低い場合は、直近３ヶ年（H17～H19）の実績平均値を採用。

計画有収率は、有効率（各受水市町における将来目標値）－有収無効率（直近３年の実績値の平均）にて算
出。

－

－

受水市町毎に、平成２０年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が公表したデータを用い、実績値と比較し、
その差を推計値に補正して使用。合併前の旧市町村単位でH30年度を推計（各年度は直線補間）。

６０８，７３４人

推計値(目標年：Ｈ３０年度）

６１０，３６７人

99.6%

２７０ﾘｯﾄﾙ／人・日

利用量率

確保水源の状況

その他用水有収水量

水需給計画の点検項目

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

行政区域内人口

給水区域内人口
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群馬県県央第二水道　給水人口（実績及び計画）
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※県央第二水道の給水区域は、前橋市、伊勢崎市、桐生市、渋川市、玉村町の４市１町。
　但し、桐生市は旧新里村部のみ、渋川市は旧北橘村・旧赤城村部のみ。
※Ｈ９年度以前は、給水区域の旧市町村における水道統計の給水人口を合計して算出。
※Ｈ１０年度以降は、Ｈ２１再評価資料等より。

図 4-3-1 群馬県県央第二水道 給水人口（実績及び計画） 
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群馬県（県央第二水道）の水需給状況
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計画１日最大取水量

計画１日最大給水量

１日最大給水量（実績）

八ッ場ダム

図 4-3-2 群馬県（県央第二水道）の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の完成・建設中は、県央第二水道が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
　　受水市町所有水源（地下水）は、受水市町が所有する水源量(実績取水量)の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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表 4-3-3 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（群馬県東部地域水道：水道用水供給事業） 

業務営業用水有収水量

工場用水有収水量

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ１６ 水道水源開発施設整備事業 Ｓ６２～Ｈ２７ 1.62

水道普及率

生活用水原単位

基礎データの確認・推計手法の確認

－

－

２３，３７０m3／日

受水市町毎に、平成２０年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が公表したデータを基に実績値と比較
し、その差を推計値に補正して採用。

受水市町毎にH20年度実績値を採用。

受水市町毎に過去10ヶ年（H11～H20）平均値を採用。

受水市町毎に、平成２０年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が公表したデータを基に実績値と比較
し、その差を推計値に補正して採用。

その他有収水量に含めて推計。

その他有収水量に含めて推計。

推計値(目標年：Ｈ３０年度）

３３９，４７１人

98.1%

２８２ﾘｯﾄﾙ／人・日

３３９，６３５人

確保水源の状況

その他用水有収水量

水需給計画の点検項目

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

利用量率

行政区域内人口

給水区域内人口

継続

計画負荷率は、H11～H20の過去１０ヶ年の最低値を採用。

計画一日最大給水量は、各受水市町毎に以下により算定したものを合計。
（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋その他用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷
率により算出。

経営認可書の計画ロス率7.5%を採用。

水源は、東部地域水道が確保する河川水と受水市町所有水源(地下水等）である。受水市町所有水源（地
下水等）は、県内でも地盤沈下の顕著な地域であり、地盤沈下の進行防止及び地下水の取水実績の減尐
傾向から、受水市町村の地下水の取水量は今後も減尐すると想定し、将来は126,217m3/日を見込んでい
る。

80.3%

１６６，９６７m3／日

87.4%

92.5%

河川水：４４，０６４m3/日
受水市町所有水源（地下水等）：１２６，２１７m3/日

S62からH20までの実績値を用い、各受水市町毎に時系列傾向分析を実施し、相関係数の高い「年平均増
加数」を採用。

計画有収率は、推計された有収水量÷推計された一日平均給水量にて算出。
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群馬県東部地域水道　給水人口（実績及び計画）
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※東部地域水道の給水区域は、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町、大泉町の２市５町。
※Ｈ１６年度に太田市に新田町と薮塚本町が合併したが、この２町は別途に新田山田水道より受水しているため、
　　給水人口には含んでいない。
※数値は、最新の水需要調査資料より。

図 4-3-3 群馬県東部地域水道 給水人口（実績及び計画） 



4. 八ッ場ダムに係る検討の内容                                       

 

 

4-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県(東部地域水道）の水需給状況

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Ｈ
１

３

Ｈ
１

４

Ｈ
１

５

Ｈ
１

６

Ｈ
１

７

Ｈ
１

８

Ｈ
１

９

Ｈ
２

０

Ｈ
２

１

Ｈ
２

２

Ｈ
２

３

Ｈ
２

４

Ｈ
２

５

Ｈ
２

６

Ｈ
２

７

Ｈ
２

８

Ｈ
２

９

Ｈ
３

０

2
/
2
0
供

給
可

能
量

(m3/日)
暫定水利権量分

水源量（建設中）

受水市町所有水源(地下水等）

計画１日最大取水量

計画１日最大給水量

１日最大給水量（実績）

八ッ場ダム

図 4-3-4 群馬県（東部地域水道）の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の建設中は、東部地域水道が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
　　受水市町所有水源（地下水）は、受水市町が所有する水源量（実績取水量）の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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表 4-3-4 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（群馬県東毛工水） 

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２２ 東毛工業用水道事業 Ｓ５０～Ｈ２７ 3.26

確保水源の状況

水需給計画の点検項目

需要計画

必要使用水量

回収率・損失率

計画給水量

利用量率

基礎データの確認・推計手法の確認

東毛工業用水道事業変更届（平成２年１２月）により受水団体毎の必要水量について確認。
更に、新規立地予定箇所における必要水量については、過去の企業立地動向から９業種を選定し、過去１
０ヶ年の実績値から求めた敷地面積あたりの原単位と回収率を乗じて算出していることを確認。

東毛工業用水道変更承認申請書より需要計画と同量であることを確認。

推計値(目標年：Ｈ２７年度）

食品製造業：１９，７６０ｍ３／日
飲料・たばこ・飼料製造業：１６，５９０ｍ３／日
木材・木製品製造業：０ｍ３／日
パルプ・紙・紙製品製造業：４１０ｍ３／日
出版・印刷・同関連産業：９６０ｍ３／日
科学工業：５，０１０ｍ３／日
プラスチック製品製造業：４，５１０ｍ３／日
ゴム製品製造業：１，５５０ｍ３／日
窯業・土石製品製造業：１，７１０ｍ３／日
鉄鋼業：４，１２０ｍ３/日
非鉄金属製造業：５，２９０ｍ３／日
金属製品製造業：３，５２０ｍ３／日
一般機械器具製造業：２００ｍ３／日
電気機械器具製造業：３３，８９０ｍ３／日
輸送用機械器具製造業：２７，７４０ｍ３／日
その他製造業：３，２４０ｍ３／日

１２８，５００m3／日

－受水団体の申し込み水量において考慮されている。

工業用水道事業に係る政策評価実施要領に照
らし合わせた結果、本建設事業は補助対象とし
て妥当であると判断されるため、引き続き予算要
求する。

１２８，５００m3／日

93.0%

－

東毛工業用水道変更承認申請書より需要計画と同量であることを確認。

工業用水道施設設計指針に基づき7%の損失を見込んで設定。

現在の確保水源は、群馬県公共事業再評価資料により確認。
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群馬県東毛工業用水道の水需給状況
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図 4-3-5 群馬県東毛工業用水道の水需給状況 

※１日最大取水量（●）は、計画給水量に利用量率を考慮して設定。
※水源量の完成・建設中は、東毛地区工業用水道が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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②藤岡市 

     藤岡市は、地下水を水源として給水を開始しているが、深刻な水不足から水源

を表流水に求めており、現在は、暫定豊水水利権を取得してまかなっている。 

   水道事業は、第 4次藤岡市総合計画及び藤岡市水道ビジョンに位置付けられて

おり、昭和 55年 12月に表流水を取水する変更認可を受けている。 

 ・将来需要量の確認 

 平成 21 年度の給水人口は、67,650 人、一日最大給水量 29,460ｍ3/日に対して、

平成 32 年度には計画給水人口 64,188人、計画一日最大給水量は、市内に造成さ

れた工業団地への新規需要量を考慮し 30,527ｍ3/日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

     推計に用いた計画給水人口は、藤岡市住民基本台帳を基に日本人の推計をコー

ホート要因法により推計し、外国人を時系列傾向分析により推計している。原単

位は、平成 18 年 1 月に鬼石町と合併したことから平成 18 年から平成 20 年の実

績平均値を採用している。 

平成 1 年から平成 20 年までの実績の給水人口は緩やかに減少しており、計画

給水人口は現状に比べやや減少すると推計している。 

    また、平成 21 年度には水道水源開発施設整備事業として事業再評価を実施し

ており、八ッ場ダムを水源とする水源開発事業を継続するとの評価を受けてい

る。 

 ・需給計画の点検 

将来需要量として推計した計画一日最大給水量 30,527ｍ3/日は、地下水による

自己水源量を 10,745ｍ3/日、八ッ場ダムの参画量 21,600ｍ3/日（0.25ｍ3/ｓ）で

確保することとしている。 

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

比較した場合は不足するが、計画当時の流況を基にした水源量とは概ね均衡して

いる。 
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表 4-3-5 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（藤岡市：水道事業） 

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２１ 水道水源開発施設整備事業 Ｈ５～Ｈ２７ 128.65

推計値(目標年：Ｈ３２年度）

88.4%

河川水：２１，６００m3/日
自己水源（地下水）：１０，７４５m3/日

84.8%

３，９６４m3／日

－

２６８ﾘｯﾄﾙ／人・日

１，７３６m3／日

６５，６０２人

99.7%

将来の水需要に対応し、安全かつ安定した水道
水を供給するために必要な事業である。

H37年度を90.0%と設定し、H20年度実績値より直線補間によりＨ３２年度の有収率を算出。

水道協会誌の「上水道事業の規模別負荷率の推移」より同規模他都市における平均負荷率を採用。

需要想定値は下記のとおり算出(Ｈ３２年度）
計画一日最大給水量＝（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋業務営業用水有収水量
＋工場用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率

浄水場ごとに、５ヶ年（H16～H20年）の実績ロス率の平均値より設定。
（中央浄水場1.4％）　（小野浄水場3.2％）　（北部浄水場19.3％）　（譲原浄水場1.3％）

３０，５２７m3／日

９９．０％～８０．７％

水源は、河川水と自己水源(地下水）である。自己水源（地下水）は、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ対策の必要な浅井戸、
老朽化による揚水量の低下、維持管理費等から地下水利用量を想定し、将来は10,745m3/日を見込んでい
る。

利用量率

確保水源の状況

工場用水有収水量

その他用水有収水量

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

（H18～H20年度の平均値）＋工業団地の分譲予定面積×単位面積当たり平均使用水量（実績値）により設
定。

－

業務営業用水有収水量

水需給計画の点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認

コーホート要因法（日本人）＋時系列傾向分析（外国人）によりＨ３２年度を推計。
・人口の基礎データは、藤岡市住民基本台帳を採用。
・コーホート要因法は、Ｈ２０年から５年おきに推計し、中間年次は直線補間により算出。
・外国人登録者数は時系列傾向分析で最も相関がよいべき曲線式による推計。

H17以降横ばいであることから、H18～H20年度の実績平均値を採用。

行政区域内人口から山間部の給水区域外人口を差し引いて設定。　なお、給水区域外人口は、時系列傾向
分析のうち最も相関の良い年平均増減数で予測。

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

生活用水原単位

６４，３１１人

平成18年に１町と合併し、それ以降のデータである3ヶ年分では傾向を予測することが困難であるため、H18
～H20の実績平均値を採用。

平成18年に１町と合併し、それ以降のデータである3ヶ年分では傾向を予測することが困難であるため、H18
～H20の実績平均値を採用。
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藤岡市　給水人口(実績及び計画）

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
0

H
3
2

(人）

実績値

計画値

△
推
計
時
点

※数値は、Ｈ２１再評価資料より。Ｈ１７年度以前は、旧鬼石町給水人口を含む。

図 4-3-6 藤岡市 給水人口（実績及び計画） 
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藤岡市の水需給状況
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図 4-3-7 藤岡市の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●）は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の建設中は、藤岡市が参画している水資源開発施設等の合計値。
　　自己水源量(地下水）は、市が所有する水源量（実績の年間平均取水量）の合計値。Ｈ１８以前は、旧鬼石町分が不明のため、Ｈ１９年度と同様と仮定。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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③埼玉県 

      埼玉県は、かつては生活用水の全てを地下水に依存していたが、都心に近いと

いう立地条件から、産業の発展、人口の増加が著しく、使用水量も増大し地下水

の過剰汲み上げにより地盤沈下が発生したため、県民生活に欠かせない水需要へ

対応するとともに、地下水から表流水への水源転換により地盤沈下の防止を図る

ことを目的に、昭和 38 年に現在の埼玉県水道用水供給事業の前身である埼玉県

中央第一水道用水供給事業を創設し、第 5次利根川・荒川水系水資源開発基本計

画で示された「近年の 20 年に 2 番目の規模の渇水時における流況を基にした安

定供給可能量」を適用した水源量で水需給バランスを図ることとし、全国的な水

資源開発の整備水準と同様に、10 年に 1回程度の割合で発生する厳しい渇水時に

おいても給水区域内の人々の生活に支障を生じさせないことを目標とし効率的

に施設整備を進めてきた。 

      しかし、県営水道における許可水利権の約 30％は河川水が豊富な時のみに取水

できる暫定豊水水利権であり、水源の安定性が低いことから早期の安定化が望ま

れている。 

 ・将来需要量の確認 

   平成 21 年度の給水人口は、7,161,441 人、一日最大給水量 2,664,458ｍ3/日に

対して、平成 27 年度には計画給水人口 6,974,851 人、計画一日最大給水量は、

首都圏中央連絡自動車道に係る工場用水の新規需要量を考慮し、2,840,140ｍ3/

日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

   推計に用いた計画給水人口は、埼玉県総務部統計課による「国勢調査による補

間補正人口」を採用している。原単位は、秩父地域とクラスター分析法により分

けた 5 地域において時系列傾向分析及び重回帰分析により推計している。 

平成 1 年から平成 21 年までの実績の給水人口は増大しており、近年の実績給

水人口は、計画給水人口を上回って推移している。 

また、平成 21 年度には水道水源開発施設整備事業及び特定広域化施設整備事

業として事業再評価を実施しており、事業を継続することが妥当であるとの評価

を受けている。 

 ・需給計画の点検 

将来需要量として推計した計画一日最大給水量 2,840,140ｍ3/日は、受水市町

村が所有する水源として 678,585ｍ3/日、完成している水資源開発施設等による

水源として 1,767,744ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 857,088ｍ3/日（9.92

ｍ3/ｓ）で確保することとしている。 

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

概ね均衡している。 
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表 4-3-6 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（埼玉県：水道用水供給事業） 

行政区域内人口と同様。

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２１
水道水源開発施設整備事業
特定広域化施設整備事業

Ｈ３～Ｈ２７ 2.29

水道普及率

生活用水原単位

利用量率

確保水源の状況

水需給計画の点検項目

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

都市活動用有収水量

行政区域内人口

給水区域内人口

基礎データの確認・推計手法の確認

埼玉県総務部統計課「国勢調査による補間補正人口」を使用し、Ｈ２７を目標として算定。

市町村毎にＨ３２年度を１００％としてＨ１７年度実績値と直線補間により設定。

クラスター分析法により分けた５地域では、時系列傾向分析及び重回帰分析により構造式を作成し、これらの将来値
を比較した上で、地域ごとに重回帰分析、ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線（２乗法）、逆ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線、べき曲線のいずれかの式を採
用。秩父地域では、時系列傾向分析及び重回帰分析により構造式を作成し、これらの将来値を比較した上で平均増
減数の式を採用。重回帰分析に用いる説明変数は、公共下水道普及率、人口密度、世帯人員、老年比率、家屋総評
価床面積（宅地）の５項目。
・公共下水道普及率は、埼玉県下水道課「実施団体別公共下水道普及率」を使用
・人口密度、世帯人員、老年比率は、総務省統計局「国勢調査報告」及び埼玉県統計課「市町村別推計人口」、国土
地理院「全国都道府県市町村別面積調」を使用
・家屋総評価床面積（宅地）は、埼玉県市町村課「市町村別家屋総評価床面積」を使用

クラスター分析法により分けた５地域では、時系列傾向分析及び重回帰分析により構造式を作成し、これらの将来値
を比較した上で、地域ごとに逆ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線、べき曲線のいずれかの式を採用。秩父地域では、時系列傾向分析及
び重回帰分析により構造式を作成し、これらの将来値を比較した上で逆ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線の式を採用。更に、圏央道に
係る開発計画等による新規水量を見込む。重回帰分析に用いる説明変数は、生産年齢比率、家屋総評価床面積（宅
地以外）、事業所数、製造品出荷額等の４項目。
・生産年齢比率は、総務省統計局「国勢調査報告」を使用
・事業所数は、総務省統計局「事業所・企業統計調査結果報告」を使用
・製造品出荷額は、埼玉県統計課「工業統計調査結果報告」を使用
・家屋総評価床面積（宅地以外）は、埼玉県市町村課「市町村別家屋総評価床面積」を使用

H8～H17までの過去の実績を基に、過去の漏水防止対策事業や鉛製給水管の布設替事業の実績を踏まえ目標値を
設定し、有効無収水量（過去１０ヶ年平均値）を減じた値を計画有収率として設定。

過去の実績値において、一日最大給水量発生日の気象等の要因について調査検討し、負荷率と渇水年との相関を求
め、将来的にも渇水年に負荷率が極小値を取りうることが予測されることからH8～H17年度の実績の最低値を採用。

需要想定値は下記のとおり算出(Ｈ２７年度）
計画一日最大給水量＝（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋都市活動用水量）÷計画有収率
÷計画負荷率

３９４千m3／日

91.8%

84.3%

２，８４０千m3／日

推計値（目標年：Ｈ２７年度）

６，９８２，６０６人

99.9%

２５９ﾘｯﾄﾙ／人・日

６，９８２，６０６人

県営水道：９７．７％、市町村：９４．７％

河川水：２，６２４，８３２m3/日
受水市町村所有水源(表流水）：１２９，６８６m3/日
受水市町村所有水源（地下水）：５４８，８９９m3/日

将来の水需要に対応し、安全かつ安定した水道水を
供給するために必要な事業である。

県営水道及び市町村のH8～H17までの浄水ロス率等の実績平均値により設定。

水源は、埼玉県水道が確保する河川水と受水市町村所有水源(表流水・地下水）である。受水市町村所有水源（地下
水）は、地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下を防止するため、「関東平野北部地盤沈下防止対策要綱」の対象
地域となっているとともに、県全体のうち５６市町が埼玉県生活環境保護条例等により「地下水採取規制」地域になっ
ていることを踏まえ、将来は548,899m3/日を見込んでいる。
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埼玉県水道　給水人口（実績及び計画）
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△
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時
点

※対象区域は、県営水道が供給している区域で埼央広域水道圏の６２団体（６５市町村）及び東秩父村及び秩父広域水道圏の５団体（６市町村）。
※実績値(H1～H21)は、「HP　埼玉県の水道」（3月31日時点の人口）より

図 4-3-8 埼玉県水道 給水人口（実績及び計画） 
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埼玉県の水需給状況
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(m3/日)

受水市町村所有水源(地下水） 受水市町村所有水源(表流水）

水源量(完成） 水源量(建設中）

暫定水利権量分 計画１日最大給水量

計画１日最大取水量 １日最大給水量（実績）

八ッ場ダム
霞ヶ浦導水
思川開発

図 4-3-9 埼玉県の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算出。
※水源量の完成・建設中は、埼玉県水道が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※受水市町村所有水源の表流水・地下水は、受水する市町村が所有するもので、表流水は受水市町村の取得水利権量の合計量、
　　地下水は年間実績給水量に負荷率を考慮して算定。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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④東京都 

     東京都は、将来にわたり水道水の安定的な供給を持続する観点から、取水の安

定性を高めるべく、水源の確保に取り組んできている。昭和 30 年代までは主に

多摩川水系に依存してきたが、その後、首都圏の急激な水需要の増加への対応を

目的に利根川・荒川水系における水資源開発が進められたことに伴い、同水系へ

の依存度を高めてきた。 

現在の水源には、神奈川県内の水事情に影響を受ける相模分水などの取水の安

定性に課題のある水源が含まれている。「東京水道経営プラン 2010」（平成 22

年 1月）等では、厳しい渇水等があった場合においても首都東京における水道水

の安定供給を持続するため、少なくとも全国レベルと同様である 10 年に 1 回程

度の割合で発生する厳しい渇水の場合であっても都民生活・都市機能に支障が生

じないことを水源確保の目標としている。さらに、気候変動等による水資源への

深刻な影響が懸念されることから、首都東京にふさわしい高い利水安全度を目指

し、安定水源の確保に努めていくとしている。 

   水道事業は明治 23 年に創設され、現在の 23 区及び 26 市町に水道用水を供給

しており、最新の事業認可は平成 22年 4月となっている。 

・将来需要量の確認 

平成 21 年度の給水人口は、12,952,000 人、一日最大給水量 4,950,000ｍ3/日

に対して、平成 25年度には計画給水人口 12,387,000 人、計画一日最大給水量は、

6,000,000ｍ3/日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、計画給水人口に原単位

を乗じた生活用水などの各用水の合計に計画有収率、計画負荷率を考慮して推計

していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、都の長期構想である「東京構想 2000」で示され

た将来人口に平成 14 年度の総人口における想定値と実績値の比率を乗じて補正

し、更に、平成 14年度の都の総人口の実績値と行政区域内人口（区＋多摩 28市

町）の実績値の比率を乗じて設定している。原単位は、昭和 61 年度から平成 12

年度の実績値を用い重回帰分析により推計している。 

昭和 61年から平成 21 年までの実績の給水人口は増大しており、近年の実績給

水人口は、計画給水人口を上回って推移している。 

また、平成 22 年度には水道水源開発施設整備事業として事業再評価を実施し

ており、事業の継続は妥当であるとの評価を受けている。 

・需給計画の点検  

将来需要量として推計した計画一日最大給水量 6,000,000ｍ3/日は、利根川・

荒川水系以外の河川等の水源として 1,589,414ｍ3/日、完成している水資源開発

施設等による水源として 5,189,978ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 499,306

ｍ3/日（5.779ｍ3/ｓ）で確保することとしている。 

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に 2 番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量

と概ね均衡している。 
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表 4-3-7 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（東京都：水道事業） 

都市活動用水有収水量

工場用水有収水量

その他用水

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２２ 水道水源開発施設整備費 Ｓ６０～Ｈ２７ 2.93

生活用水原単位

利用量率

確保水源の状況

水需給計画の点検項目

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

基礎データの確認・推計手法の確認 推計値（目標年：Ｈ２５年度）

１２，３８７，０００人

100.0%

１２，３８７，０００人

今後、未給水人口は無しと計画し１００％と設定。

都の長期構想である「東京構想２０００」で示された将来人口を、平成１４年度の総人口における想定値と実績値の
比率を乗じること補正し、更に平成１４年度の都の総人口の実績値と行政区域内人口（区＋多摩２８市町）の実績値
の比率を乗じることにより設定。

上記で設定した行政区域内人口に、H１４における行政区域内人口の実績値と給水区域内人口の実績値の比率を
乗じることにより設定。

実績期間として採用したS61～H12までの過去の実績を基に想定される漏水防止効果を勘案して設定。

実績期間として採用したS61～H12年度の実績の最低値を採用。

需要想定値は下記のとおり算出(Ｈ２５年度）
計画一日最大給水量＝計画一日平均使用水量÷計画有収率÷計画負荷率

２６８ﾘｯﾄﾙ／人・日

１，１９２千m3／日

７１千m3／日

－

重回帰分析により推計し、統計的有意性を勘案してモデル式を採用。説明変数は、個人所得、平均世帯人員の２項
目。
・個人所得、平均世帯人員データは、東京都統計資料「市町村税課税状況等の調」及び「東京都の人口」を使用。

重回帰分析により推計し、統計的有意性を勘案してモデル式を採用。
説明変数は、年間商品販売額、サービス業総生産、年次の３項目。
・年間商品販売額、サービス業総生産のデータは、東京都統計資料　「商業統計調査報告」　「都民経済計算年報」
を使用。

重回帰分析により推計し、統計的有意性を勘案してモデル式を採用。
説明変数は、第二次産業従業者数、年次の２項目で実施。
・第二次産業従業者数のデータは、東京都統計資料「事業所・企業統計調査報告」を使用。

水源毎に利用量率を設定し、その合計量を用いて設定。

水源は、「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画需給想定調査調査票（都市用水）（平成19年10
月）」により、利根川水系と他水系で確保している。他水系は、多摩川、相模川を含んでいる。

定性的効果及び費用対効果分析の結果から、現計
画による整備は適切であると認められるため、継続
する。

93.4%

利根川：５，６８９，２８４m3/日
他水系：１，５８９，４１４m3/日

94.0%

81.0%

６，０００，０００m3／日

－
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東京都　給水人口(実績及び計画）
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※実績値（S61～H21）は、東京都水道局「事業概要Ｈ22年度版」
の給水人口(区部＋２８市町）より

図 4-3-10 東京都水道 給水人口（実績及び計画） 
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東京都の水需給状況
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八ッ場ダム
霞ヶ浦導水

図 4-3-11 東京都の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の完成・建設中は、東京都が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※水源量には、神奈川県内の水事情の影響を受ける相模分水などの取水の安定性に課題のある水源量が含まれている。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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⑤千葉県 

 

○千葉県水道 

   千葉県水道は、昭和初期、東京湾沿いの江戸川から千葉市にかけての地域にお

いて、水質が悪く伝染病が続出したため、昭和 9 年に県営事業として創設された。

その後、数次にわたる拡張を重ね、県人口の約半数に当たる 300 万人の生活用水

をまかなうとともに、成田国際空港、幕張新都心、東京ディズニーリゾートなど

千葉県の発展と活力を象徴するエリアの躍動や、湾岸を中心に展開する企業など

の経済・生産活動を支える水の大動脈として重要な役割を果たしている。 

また、第 5 次利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示された「近年の 20 年

に 2番目の規模の渇水時における流況を基にした安定供給可能量」を適用した水

源量で水需給バランスを図ることとし、全国的な水資源開発の整備水準と同様

に、10年に 1回程度の割合で発生する厳しい渇水時においても給水区域内の人々

の生活に支障を生じさせないことを目標としている。 

・将来需要量の確認 

   平成 21 年度の給水人口は、2,928,062 人、一日最大給水量 1,031,346ｍ3/日に

対して、平成 37 年度には計画給水人口 3,022,300 人、計画一日最大給水量は、

1,134,300ｍ3/日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、水道供給区域内の市町村のうち千葉ニュータウ

ンの 2 市は平成 19 年企業庁発表の計画値を採用し、残りの 9市は平成 17年度国

勢調査結果及び国立社会保障・人口問題研究所の平成 19 年度の公表値を基にコ

ーホート要因法により推計している。原単位は、平成 16 年に実施した「水需要

構造アンケート調査」の結果を基に 8個の説明変数からなる水需要構造式を作成

し推計している。 

平成 1 年から平成 21 年までの実績の給水人口は増大しており、計画給水人口

は現状に比べやや増大すると推計している。 

また、平成 22 年度には水道水源開発施設整備事業として事業再評価を実施し

ており、事業を継続するとの評価を受けている。 

・需給計画の点検  

 将来需要量として推計した計画一日最大給水量 1,134,300ｍ3/日は、他の水道

企業団からの浄水受水量として 284,100ｍ3/日、完成している水資源開発施設等

による水源として 872,899ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 126,144ｍ3/日

（1.46ｍ3/ｓ）で確保することとしている。    

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

概ね均衡している。 
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○千葉地区工業用水道 

 工業用水は、石油化学を中心として一大コンビナートを形成している千葉市以

南袖ヶ浦地先までの海面埋立地の工業用水の需要が増加し、既設の五井市原地区

工業用水道,五井姉崎地区工業用水道では供給不足になるため、それを補うため

に計画され、昭和 42 年より整備に着手し昭和 44 年 1月に工業用水道事業の届出

を行い昭和 46年 4 月から供給を行っている。 

 ・計画給水量の確認 

   平成 21 年度の受水企業との契約水量は 121,200ｍ3/日であるが、新たな企業進

出を考慮し平成 27 年度の計画給水量を 125,000ｍ3/日と推計している。 

計画給水量は、工業用水道施設設計指針に沿っており、需要量が確定している

工場についてはその水量としていることが確認できた。 

また、平成 21 年度には経済産業省が実施した「行政機関が行う政策の評価に

関する法律」に基づく事後評価において、補助対象として妥当であると判断され

るため、引き続き予算要求するとの評価を得ている。 

 ・需給計画の点検 

   計画給水量 125,000ｍ3/日は、完成している水資源開発施設等による水源とし

て 89,856ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 40,608ｍ3/日（0.47ｍ3/ｓ）で確保

することとしている。 

この計画給水量は、閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示

されている近年の 20 年に 2 番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能

量を考慮した水源量と比較した場合は不足するが、計画当時の流況を基にした水

源量とは概ね均衡している。 
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実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２２ 水道水源開発施設整備事業 Ｓ６２～Ｈ２７ 2.38

利用量率

確保水源の状況

工場用水有収水量

その他用水有収水量

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

ー

97.7%

推計値(目標年：Ｈ３７年度）

業務営業用水有収水量

平成１６年に実施した「水需要構造アンケート調査」の結果から、家族人員、世帯主の年代、洗濯日数、浴槽のお湯
の入替頻度、洗濯機のタイプ、水の使い方（節水割合）、風呂以外のシャワー、食事の準備・後片付けの頻度の８個
の説明変数からなる水需要構造式を作成し推計。

大口需要者、大口需要者以外及び開発分に分けて推計。大口需要者は地下水転換を考慮して設定。大口需要者
以外は、景気の動向を考慮し、Ｈ１８年度実績値を採用。開発分は、開発熟度の高い１６事業を対象とし、用地面積
から容積率・建ぺい率等を考慮して推計。

３，０９３，５００人
平成１７年度国勢調査結果及び国立社会保障・人口問題研究所の平成１９年度の公表値を基に９市はコーホート要
因法で推計。千葉ニュータウンの２市は平成１９年企業庁発表の計画値を採用。

生活用水原単位

水需給計画の点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認

－

H9～H18の実績を基に年平均増加率を定め0.1%増／年として設定。

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

２５１．８ﾘｯﾄﾙ／人・日

１２７，５９６m3／日

１６，４１８m3／日

７，０１０m3／日

93.6%

景気の動向が回復基調であることから、H18年度実績で推移していくとして設定。

空港用水は国交省審議会における年間旅客数の将来予測と空港会社への照会により算出。
千葉市への分水は、市から提示された水需要見通しと実績を踏まえ設定。

H22年度までは、過去10年程度の平均増加率0.1%/年で上昇し、H23以降はH22年度値で推移すると設定。

事業を継続

85.9%

１，１３４，３００m3／日

95.0%

河川水：９９９，０４３m3/日
浄水受水：２８４，１００m3/日

需要想定値は下記のとおり算出(Ｈ３７年度）
計画一日最大給水量＝（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋業務営業用水有収水量＋工場
用水有収水量＋その他用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率

事業認可のロス率の値より設定。

水源は、河川水と他の水道供給事業からの浄水受水である。浄水受水は、北千葉広域水道企業団及び君津広域
水道企業団からでそれぞれ２２４，１００m3/日、６０，０００m3/日としている。

H9～H18年度の実績の最低値を採用。

表 4-3-8 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（千葉県：水道事業） 
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千葉県水道　給水人口（実績及び計画）
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※千葉県水道の給水区域は、千葉市、船橋市、市川市、習志野市、松戸市、市原市、鎌ヶ谷市、浦安市、成田市及び千葉ニュータウン
　（白井市・印西市等）の１１市。　但し、北千葉広域水道など他の水道事業が直接給水している区域は除く。
※数値は、Ｈ２２再評価資料等より。

図 4-3-12 千葉県水道 給水人口（実績及び計画） 
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千葉県水道の水需給状況
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図 4-3-13 千葉県水道の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の完成・建設中は、千葉県水が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※浄水受水は、千葉県水が他の水道供給事業者から受水している水量の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。
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表 4-3-9 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（千葉県千葉地区工水） 

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２１ 千葉地区工業用水道事業 Ｓ４２～Ｈ２７ 6.38

確保水源の状況

水需給計画の点検項目

需要計画

必要使用水量

回収率・損失率

計画給水量

基礎データの確認・推計手法の確認

千葉地区工水の給水能力全量が受水団体毎の申し込み水量の合計値と同量であることを確認。

千葉地区工業用水道事業届により需要計画と同量であることを確認。

利用量率

受水団体の申し込み水量に含まれていることを確認。

千葉地区工業用水道事業届により需要計画と同量であることを確認。

－

推計値(目標年：H２７年度）

食品製造業：２０，７００ｍ３／日
化学工業：６３，４００ｍ３／日
石油・石炭製品製造業：１９，１００ｍ３／日
窯業・土石製品製造業：２０，８００ｍ３／日
その他製造業：１，０００ｍ３／日

１２５，０００m3／日

－

現在の確保水源は、千葉県企業庁ホームページの千葉県工業用水道事業の水源により確認。

工業用水道事業に係る政策評価実施要領に照
らし合わせた結果、本建設事業は補助対象とし
て妥当であると判断されるため、引き続き予算要
求する。

１２５，０００m3／日

－

－
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図 4-3-14 千葉地区工業用水の水需給状況 

※水源量の完成・建設中は、千葉地区工業用水が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。

千葉地区工業用水の水需給状況

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
Ｈ

１
３

Ｈ
１

４

Ｈ
１

５

Ｈ
１

６

Ｈ
１

７

Ｈ
１

８

Ｈ
１

９

Ｈ
２

０

Ｈ
２

１

Ｈ
２

２

Ｈ
２

３

Ｈ
２

４

Ｈ
２

５

Ｈ
２

６

Ｈ
２

７

2/
20

供
給

可
能

量

(m3/日)

暫定水利権量分

水源量(建設中）

水源量(完成）

計画給水量

契約水量

八ッ場ダム等



4. 八ッ場ダムに係る検討の内容                                       

4-111 

 

⑥北千葉広域水道企業団 

      北千葉広域水道企業団は、千葉県北西部地域の逼迫する水需要に対処するた

め、広域的観点から千葉県、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、関宿町

（平成 15 年 6月 6 日野田市に合併）、沼南町（平成 17年 3月 28日柏市に合併）、

習志野市及び八千代市を構成団体とした 1県 7市 2町の共同事業による水道用水

供給事業体として昭和 48 年 3 月に発足し、水源を利根川水系江戸川に求め、構

成団体の水需要の動向に合わせて施設整備を図り、平成 12 年度に全ての施設整

備が完了している。 

・将来需要量の確認 

   平成 21 年度の給水人口は、1,181,374 人、一日最大給水量 541,001ｍ3/日に対

して、千葉県営水道への浄水供給や構成団体が計画している開発計画を考慮し、

平成 37 年度には計画給水人口 1,286,200 人、計画一日最大給水量は 670,940ｍ3/

日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、構成団体毎に国立社会保障・人口問題研究所の

平成 19 年度の公表値を基にコーホート要因法による推計値に開発計画における

開発人口の増分を見込んで推計している。原単位は、平成 10 年から平成 19年の

実績値を用い、構成団体毎に時系列傾向分析及び重回帰分析を実施し相関係数の

高い式の値を採用している。 

平成 1 年から平成 21 年までの実績の給水人口は増大しており、計画給水人口

は現状に比べやや増大すると推計している。 

また、平成 22 年度には水道水源開発施設整備事業として事業再評価を実施し

ており、事業の継続は妥当であるとの評価を受けている。 

・需給計画の点検 

   将来需要量として推計した計画一日最大給水量 670,940ｍ3/日は、構成団体が

所有している水源として 144,440ｍ3/日、完成している水資源開発施設等による

水源として 534,125ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 30,240ｍ3/日（0.35ｍ3/

ｓ）で確保することとしている。 

   この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

比較した場合は不足するが、計画当時の流況を基にした水源量とは概ね均衡して

いる。 
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表 4-3-10 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（北千葉広域水道：水道用水供給事業） 

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２２ 水道水源開発施設整備事業 Ｓ６２～Ｈ２７ 1.23

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

生活用水原単位

業務営業用水有収水量

利用量率

確保水源の状況

工場用水有収水量

その他用水有収水量

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

水需給計画の点検項目 推計値(目標年：Ｈ３７年度）

１，７４２，７００人

99.2%

行政区域内人口ー給水区域外人口＋市外給水人口により算出。給水区域外人口は、構成団体について、
行政区域内人口に対する給水区域外人口の割合を時系列傾向分析で推計。市外給水人口も構成団体毎に
時系列傾向分析により推計。なお、相関の高いものがない場合は、直近値とした。

１，２９７，０７０人

基礎データの確認・推計手法の確認

各構成団体ごとにコーホート要因法による推計値に今後の開発計画における開発人口の増分を見込んで推
計。なお、コーホート要因法の推計に使用する生存率、移動率、出生率には、平成１９年の国立社会保障・
人口問題研究所の採用値を参考とした。

各構成団体毎に、H10～H19年の実績より時系列傾向分析により推計。但し、相関の高い値が得られない場
合はH19実績値を採用。また、推計値が100%を超えた場合は99.9%として設定。

93.0%

H10～H19年の実績より各構成団体毎に時系列傾向分析及び重回帰分析を実施し、相関係数の高い式を採
用する。但し、相関係数の高い式がない場合は、H19年度の実績値を採用している。

H10～H19年の実績より各構成団体毎に時系列傾向分析を実施し、相関係数の高い式を採用する。但し、相
関係数の高い式がない場合は、H19年度の実績値を採用している。

H10～H19年の実績より各構成団体毎に時系列傾向分析を実施し、相関係数の高い式を採用する。但し、相
関係数の高い式がない場合は、H19年度の実績値を採用している。

構成団体別に時系列傾向分析により推計。但し、相関の高い値が得られなかったことからH19年度の実績
値を採用。

３６，９２０m3／日

５，８００m3／日

１，１９０m3／日

94.9%

河川水：５６４，３６５m3/日
構成団体所有水源（地下水等）：１４４，４４０m3/

日

計画有収率は有効率から有効無収率を差し引いて設定。有効率は構成団体の施策に関連するものである
ことから、構成団体毎に設定された目標値を採用する。但し、構成団体において目標値が無い場合は時系
列傾向分析により推計。有効無収率はH15からH19の実績の1から5年程度の平均により設定。

２４４ﾘｯﾄﾙ／人・日

継続

過去に大きな変動が無いことから、将来においても過去実績を大きく下回る負荷率の発生確率は極めて低
いと考え、H10～H19の実績最低値を採用。

需要想定値は各構成団体毎に（（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋業務営業用水有
収水量＋工場用水有収水量＋その他用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率）により算出した値に、千
葉県営水道の計画水量２２２，１００m3/日を加えて算定。

実態を勘案し、実績の最大ロス率をより設定。

水源は、北千葉広域水道が確保する河川水と構成団体所有水源(地下水等）である。構成団体所有水源
（地下水等）の将来の利用量は、構成団体の全てが「千葉県環境保全条例」により地下水採取規制を受けて
いること、老朽化やこれに伴う維持管理費の増大等から構成団体ごとに独自に設定している。

83.9%

６７０，９４０m3／日



4. 八ッ場ダムに係る検討の内容                                       

4-113 

 

 

 

北千葉広域水道　給水人口（実績及び計画）
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△
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点

※北千葉広域水道の給水区域は、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、習志野市、八千代市の７市。
   但し、千葉県水道が直接給水している地域は除く。
※実績値は、水道統計より給水区域内の関係事業体の給水人口を合計して算出。
※計画値には、給水区域内の各構成団体における開発計画分を含む。

図 4-3-15 北千葉広域水道 給水人口（実績及び計画） 
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図 4-3-16 北千葉広域水道企業団の水需給状況 

※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量の完成・建設中は、北千葉広域水道企業団が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
　　構成団体所有水源（地下水）は、北千葉広域水道企業団から受水する構成団体が所有する水源量(実績取水量）の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。

北千葉広域水道企業団の水需給状況
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⑦印旛郡市広域市町村圏事務組合 

      印旛地域は、都心から 30～60ｋｍ圏に位置し、昭和 40 年代以降、人口増加及

び都市化が急速に進展し、地下水を水源とする生活用水の需要量は増加の一途を

たどった。しかしながら、昭和 49 年 7 月に、千葉県公害防止条例（現在は千葉

県環境保全条例）により、印旛地域全域が地下水採取規制地域に指定されたこと

から、新規需要に対処するためには、地下水以外の新たな水源を求める必要が生

じ、印旛地域の 11 市町村が一致協力して増大する水需要に対応するため、昭和

56年 3月に水道用水供給事業の認可を受け昭和 57年 12月から水道用水の供給を

開始した。 

・将来需要量の確認 

   平成 21 年度の給水人口は、464,926人、一日最大給水量 162,314ｍ3/日である

が、構成団体が計画している区画整理事業等の開発を考慮し、平成 32 年度には

計画給水人口 481,170 人、計画一日最大給水量は 184,710ｍ3/日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、平成 17 年の国勢調査結果及び国立社会保障・

人口問題研究所の平成 19 年度の公表値を用い、構成団体毎にコーホート要因法

による推計に開発による計画人口を見込んで推計している。原単位は、平成 10

年から平成 19 年の実績値を用い、構成団体毎に時系列傾向分析を実施し相関係

数の高い式の値を採用している。 

平成 1 年から平成 21 年までの実績の給水人口は増大しており、計画給水人口

は現状に比べやや増大すると推計している。 

また、平成 22 年度には水道水源開発施設整備事業及び特定広域化施設整備事

業として事業再評価を実施しており、事業を継続することが妥当であるとの評価

を受けている。 

・需給計画の点検 

将来需要量として推計した計画一日最大給水量 184,710ｍ3/日は、構成団体が

所有している水源として 58,760ｍ3/日、完成している水資源開発施設等による水

源として 108,086ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 46,656ｍ3/日（0.54ｍ3/ｓ）

で確保することとしている。 

この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

概ね均衡している。 
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表 4-3-11 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（印旛郡市広域市町村圏事務組合：水道用水供給事業） 

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果
事業再評価実施状況

Ｈ２２
水道水源開発施設整備事業
特定広域化施設整備事業

Ｓ５６～Ｈ３２ 11.26

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

生活用水原単位 ２３７ﾘｯﾄﾙ／人・日

継続

各構成団体毎に過去10ヶ年(H10～H19）の最低値を採用。
但し、漏水等の特異な原因が明らかである場合は、２番目又は３番目に低い値を採用。

需要想定値は構成団体毎に下記のとおり算出。
計画一日最大給水量＝（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋業務営業用水有収水量＋工
場用水有収水量＋その他用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率

浄水ロスにより設定。

水源は、印旛広域が確保する河川水と構成団体所有水源(地下水等）である。構成団体所有水源（地下水等）の
将来の利用量は、構成団体の全てが「千葉県環境保全条例」により地下水採取規制を受けているため、条例第４
１条３項に該当する井戸は廃止し、それ以外は実態等から構成団体ごとに設定している。

82.6%

１８４，７１０m3／日

95.0%

河川水：１５４，７４２m3/日
構成団体所有水源（地下水等）：５８，７６０m3/日

各構成団体毎にそれぞれの目標値を採用。Ｈ３７の目標値がない場合は、実績と目標値の伸び率でＨ３７を設
定。

各構成団体は時系列傾向分析で相関係数の上位を採用。または、実績値を参考として設定。

93.8%計画有収率は、各構成団体毎の実績値や地域水道ビジョン等の目標値を用い設定。

各構成団体毎にH10～H19の実績値をもとに時系列傾向分析による推計や実績値により設定。なお、地域水道ビ
ジョン等の計画値がある場合は計画値を採用。

各構成団体毎にH10～H19の実績値をもとに時系列傾向分析による推計や実績値により設定。なお、地域水道ビ
ジョン等の計画値がある場合は計画値を採用。

各構成団体毎にH10～H19の実績値をもとに時系列傾向分析による推計や実績値により設定。なお、地域水道ビ
ジョン等の計画値がある場合は計画値を採用。

１８，５７６m3／日

９，４１０m3／日

１，０５２m3／日

確保水源の状況

工場用水有収水量

その他用水有収水量

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

利用量率

平成１７年国勢調査の結果を用い、構成団体毎にコーホート要因分析によりＨ３７を目標として推計。要因の生残
率・出生率は国立社会保障・人口問題研究所の平成１９年度の公表値を基本とし、出生性比・移動率は実績値か
ら算定した。また、推計値は１０月１日時点となる為、国勢調査と水道統計（年度末時点）の比率により、年度末時
点に補正。更に各構成団体が計画している開発による計画人口を別途計上。

業務営業用水有収水量

５６７，６９９人

水需給計画の点検項目 推計値（目標年：Ｈ３２年度）

７３８，７２９人

84.8%

基礎データの確認・推計手法の確認

行政区域内人口を基本とするが、千葉県水道が給水する成田及び千葉ニュータウン及び未普及地域人口を除い
て各構成団体毎に算出。ニュータウンに関する人口は、時系列傾向分析により推計。



4. 八ッ場ダムに係る検討の内容                                       

4-117 

 

 

 

印旛広域水道　給水人口（実績及び計画）
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△
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※印旛広域水道の給水区域は、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、長門川水道企業団の
７市１町１企業団。　但し、千葉県水道が直接給水している成田及び千葉ニュータウンは除く。
※実績値は、Ｈ２２再評価資料等より。
※計画値には、各構成団体における開発計画分を含む。

図 4-3-17 印旛広域水道 給水人口（実績及び計画） 
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図 4-3-18 印旛郡市広域市町村圏事務組合の水需給状況 

※水道事業の目標年はＨ３７年度であるが、水需要量の最大がＨ３２年度となるためＨ３２年度で整理。
※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。
※水源量のうち完成施設・建設中は、当事務組合が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。
※水源量のうち構成団体所有水源（地下水等）は、当事務組合から受水する構成団体が所有する水源量(実績取水量）の合計値。
※2/20供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。

印旛郡市広域市町村圏事務組合の水需給状況

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Ｈ
１

３

Ｈ
１

４

Ｈ
１

５

Ｈ
１

６

Ｈ
１

７

Ｈ
１

８

Ｈ
１

９

Ｈ
２

０

Ｈ
２

１

Ｈ
２

２

Ｈ
２

３

Ｈ
２

４

Ｈ
２

５

Ｈ
２

６

Ｈ
２

７

Ｈ
２

８

Ｈ
２

９

Ｈ
３

０

Ｈ
３

１

Ｈ
３

２

2
/
2
0
供

給
可

能
量

(m3/日)

構成団体所有水源(地下水等） 水源量(完成）
水源量(建設中） 暫定水利権量分
計画１日最大給水量 計画１日最大取水量
１日最大給水量（実績）

八ッ場ダム
霞ヶ浦導水



4. 八ッ場ダムに係る検討の内容                                       

4-119 

 

⑧茨城県 

      茨城県の利根水系に関連する主な水道用水供給事業は、土浦市・つくば市など

の県南の 11市町村へ給水する県南広域水道（昭和 54年 9月事業認可）、鹿嶋市

など鹿島臨海工業地帯の 5市へ給水する鹿行広域水道（昭和 41年 12月事業認可）

及び古河市・結城市などの県西の 13市町に給水する県西広域水道（昭和 56年 3

月事業認可）となっている。 

      本地域は、今後、つくばエクスプレス沿線沿いの人口の定着化による給水人口

の増や地下水規制の指定地域であることから地下水から水道用水への転換が見

込まれている。    

・将来需要量の確認 

平成 21年度の給水人口は、1,694,284 人、一日最大給水量 598,131ｍ3/日に対

して、平成 32年度には計画給水人口 1,930,000人、計画一日最大給水量は852,441

ｍ3/日と推計している。 

将来需要量の推計は、水道施設設計指針に沿っており、将来人口に原単位、計

画有収率、計画負荷率を考慮して推計していることが確認できた。 

推計に用いた計画給水人口は、長期総合計画「元気いばらき戦略プラン」の人

口見通しをもとに、国立社会保障・人口問題研究所による市町村の推計人口を用

い水系単位で積み上げた人口で長期総合計画の人口を按分している。原単位は、

水系毎に時系列傾向分析、重回帰分析及び要因別分析により推計している。 

平成 1 年から平成 16 年までの実績の給水人口は緩やかに増大しており、目標

年における計画給水人口も同様に増大すると推測している。 

また、平成 21 年度には水道水源開発施設整備事業及び特定広域化施設整備事

業として事業再評価を実施しており、事業を継続することが妥当であるとの評価

を受けている。 

・需給計画の点検 

    将来需要量として推計した計画一日最大給水量 852,441ｍ3/日は、受水市町村

が所有している水源として 118,886ｍ3/日、完成している水資源開発施設等によ

るの水源として 620,006ｍ3/日に加え、八ッ場ダムの参画量 94,176ｍ3/日（1.09

ｍ3/ｓ）で確保することとしている。 

   この計画一日最大給水量を利用量率で除して算出した計画一日最大取水量は、

閣議決定された利根川・荒川水系水資源開発基本計画で示されている近年の 20

年に2番目の規模の渇水時におけるダム等による供給可能量を考慮した水源量と

比較した場合は不足するが、計画当時の流況を基にした水源量とは概ね均衡して

いる。 
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 表 4-3-12 必要な開発量の算定に用いられた推計手法等（茨城県：水道用水供給事業） 

 

行政区域内人口と同様。

事業再評価実施状況

県南広域水道

県西広域水道

鹿行広域水道

Ｂ／Ｃ 評価結果

Ｓ４１～Ｈ２６ 70.05

11.14

79.16

事業名 工期

Ｓ３２～Ｈ２４

Ｓ５５～Ｈ２３

Ｈ２１

Ｈ２１

Ｈ２１
水道水源開発施設整備事業
特定広域化施設整備事業

水道水源開発施設整備事業
特定広域化施設整備事業

水道水源開発施設整備事業
特定広域化施設整備事業

Ｈ１年からＨ１６年の実績データを用い、給水の安全性を勘案し、小さい方の５ヶ年の平均値程度と設定。

需要想定値は下記のとおり算出(Ｈ３２年度）
計画一日最大給水量＝（計画給水区域内人口×水道普及率×生活用水原単位＋都市活動用水有収水量＋工場用水有収水量）÷計画有収率÷計画負荷率

事業認可の値より設定。

水源は、茨城県水道が確保する河川水と受水市町村所有水源（地下水）である。受水市町村所有水源（地下水）は、地下水採取を規制するための「茨城県地下水の採
取の適正化に関する条例」による指定地域にあっては経年的に減尐するものとし、小川町、美野里町、岩瀬町にあってはＨ１６年の取水実績量が存続するとして
118,886m3／日を見込んでいる。

河川水：７１４，１８２m3/日
受水市町村所有水源（地下水）

：１１８，８８６m3/日

－

92.0%

80.0%

８５２，４４１m3／日

推計値(目標年：Ｈ３２年度）

１，９３０，０００人

基礎データの確認・推計手法の確認

県の長期総合計画「元気いばらき戦略プラン」の人口見通し（H32：２，９７３千人）をもとに、国立社会保障・人口問題研究所による市町村毎の推計人口（平成１５年１２月
推計）を用い水系単位で積み上げた人口で按分し、Ｈ３２年度の利根川水系の予測人口を算出。

水需給計画の点検項目

事業の継続は妥当

事業の継続は妥当

事業の継続は妥当

水需要に関する県の最新計画である「いばらき水のマスタープラン（平成１９年３月策定）」に基づき、Ｈ３２年に100%に達するものとした。

時系列傾向分析、重回帰分析及び要因別分析を実施し、県民生活の安全性(井戸からの転用）を考慮し、要因別分析を採用。影響要因は、以下の７項目で実施。
・基準年度の家庭用原単位は、H16の実績値を採用。
・世帯構成人員減尐により増加する家庭用原単位は、平成15年度生活用水実態調査（東京都水道局）を参考に近似式を作成。
・食器洗い乾燥機の普及により減尐する家庭用原単位は、内閣府による消費動向調査の値及び総務省統計局の全国消費実態調査の値から推計。
・節水型トイレの普及により減尐する家庭用原単位は、タイプ別に将来普及率を推計。
・節水型洗濯機の普及により減尐する家庭用原単位は、内閣府の消費動向調査の結果から100%のﾛｼﾞｽﾃｨｯｸにより推計。
・高齢化に伴い増加する家庭用水原単位は、東京都水道局のデータを基に原単位を算出し、人問研で推計された老齢化比率を乗じて推計。
・自家用併用井戸の水道転換により増加する家庭用原単位は、現在の自家用井戸の水量を全て転換して場合を想定し推計。

今後の景気回復等を勘案し、給水対象市町毎に都市活動用水原単位の実績値（Ｈ１２からＨ１６の直近５ヶ年）の平均値で推移すると想定し、それに上水道給水人口を
乗じて算出。

Ｈ１６年度の工場用水量実績値に、工業用水道の淡水補給水量の伸び率（Ｈ１６実績に対する推計値の伸び率）を乗じて算定。なお、工業用水道の淡水補給水量は、補
給水原単位（H9～H16の実績値平均値）に製造品出荷額を乗じて算定。製造品出荷額は、「新茨城長期総合計画」の将来県内総生産をもとに平成28年以降「日本２１世
紀ビジョン」等における経済成長率1.5%として将来の県内総生産を設定し、これに県内総生産と製造品出荷額の比率(H6～H15の実績10ヶ年を時系列傾向分析により推
計）乗じて算定。

－

厚生労働省の「水道ビジョン」の中小事業体における有効率目標値９５％から茨城県全体の有効無収率３％（＝有効率ー有収率）を差し引いた９２％をＨ３２年度の目標
とした。

実施年度

需要想定値（計画一日最大給水量）

計画有収率

計画負荷率

都市活動用水有収水量

行政区域内人口

給水区域内人口

水道普及率

生活用水原単位

１，９３０，０００人

利用量率

確保水源の状況

工場用水有収水量

その他用水有収水量

100.0%

２５０ﾘｯﾄﾙ／人・日

１１１，９４０m3／日

３２，０５２m3／日

92.5%
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茨城県（利根水系）の水道の給水人口（実績及び計画）
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※茨城県の利根水系として整理。
※数値は、「いばらき水のマスタープラン　平成１９年３月」より。

図 4-3-19 茨城県（利根水系）の水道の給水人口（実績及び計画） 
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※計画１日最大取水量(●)は、計画１日最大給水量に利用量率を考慮して算定。 

      ※水源量の完成・建設中は、茨城県水道(利根水系）が参画している水資源開発施設等の開発量の合計値。 

      受水市町村所有水源（地下水）は、受水市町村が所有する水源量(実績取水量）の合計値。 

     ※2/20 供給可能量は、平成２０年７月４日に閣議決定された利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を踏まえて算出。 

 

図 4-3-20 茨城県水道（利根水系）の水需給状況 
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(3)必要な開発量の確認結果 

  以上のように、各利水参画者の必要量は水道施設設計指針などに沿って算出され

ていること、事業認可等の法的な手続きを経ていること、事業再評価においても「事

業は継続」との評価を受けていることを確認した。 

よって、利水参画者に確認した必要な開発量を確保することを基本として利水対

策案を立案することとした。 


